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基本事業目的評価表 
 

基本事業名 11203 家庭・職場・地域における男女共同参画の推進 

 

評価者 生活部男女共同参画室 室長 松岡 史子 

 059-224-2225 

 

政策・事業体系上の位置づけ  

 

政策：一人ひとりが尊重され、誰もが参画できる社会の実現 

施策：112 男女共同参画社会の実現 

施策の数値目標：男女共同参画意識普及度 

 

基本事業の目的  

【誰、何が（対象）】 

県民一人ひとりが 

 

【抱える課題やニーズは】 

職場や家庭、地域社会での性別に基づく差別的取り扱いの是正、男女の固定的役割分担意識に基づ

く制度や慣行の改善が十分ではない。 

そのため、場面によって男女の参画に偏りがある。 

 という状態を 

 

【どのような状態になることを狙っているのか（意図）】 

家庭、職場、地域において、性別にかかわらず、多様な生き方を選択できる生活を営んでいる 

 という状態にします。 

 

【その結果、どのような成果を実現したいのか（結果＝施策の目的）】 

県民一人ひとりが性別にとらわれず、生き方や価値観を尊重し合いながら、社会のあらゆる分野で

共に参画している 
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基本事業に関する各種データ 

 

2004 年度 基本事業に関する実績データ一覧 

基本事業の数値目標達成状況 必要概算コスト対前年度 

未達成・前年度より悪化 ほぼ同じ 

 

基本事業目標項目及びコスト  

 

    2003 2004 2005 2006 

目標 799 870 935 1000地域で男女共同参

画を主体的に推進

する人材、団体数

(人・団体) 

[目標指標] 

実績 861 578  

必要概算コスト（千

円）   32,385 31,480 31,272 0

予算額等（千円）   5,098 3,707 3,392 

概算人件費（千円）   27,287 27,773 27,880 0

所要時間（時間） 所要時間合

計(時間) 6,451 6,774 6,800 0

  
所管所属分

(時間) 1,800 1,347 6,800 

  
関係機関分

(時間) 4,651 5,427  

人件費単価（千円／

時間）   4.23 4.10 4.10 

必要概算コスト対

前年度（千円）    -905  -208  -31,272

 

 

数値目標に関する説明・留意事項  

●県男女共同参画センターに登録している個人・団体や、農村漁村女性アドバイザーなど、地域で

主体的に男女共同参画を推進する人材等の数を目標値として設定しています。 

●2002 年度の 733 人・団体を 2006 年度には 1000 人・団体をめざすこととし、2005 年度は 935 人・

団体を目標としました。 

 

基本事業の評価 

 

2004 年度を振り返っての評価  

【これまでの取組と成果、成果を得られた要因と考えられること】 

●各種セミナー、シンポジウム等により、男女雇用機会均等法、育児休業法、パート労働法等の普

及をはかり、主として働く女性の支援を行うとともに、積極的に取り組んでいる企業を表彰しまし

た。 

●農村漁村アドバイザーの認定を進め、リーダーとなる人材を育成しました。 
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例施行事業（再掲） 青少年に有害な興行、図書類、がん具類等

の指定及び立入調査員制度の効果的な運用

により、有害環境の浄化に努める。 

立入調査員に対し、より効果的な研修を行うととも

に、三重県青少年健全育成審議会諮問事項である

「青少年の健全育成のあり方について」の答申を受

け、今後の施策等に反映させていくこと。 

18,820 5,765 1,300 240 ↑ 現状維持 直接的 中期的 

D (重)ファミリーサ

ポートセンター設置

促進事業（再掲） 

育児や介護の援助を受けたい人と援助を行

いたい人を会員とする相互援助組織である

ファミリー・サポート・センターの市町村

による設置を支援します。 

次世代育成支援対策の取り組みとしても重要な事

業である。健康福祉部及び市町村との連携を密に

し、さらに設置促進に努めること。また、既設のセ

ンター機能を充実するための支援を進めること。 

844,575 -1,339 540 0 → 現状維持 直接的 即効性 

E 労働者福祉対策資

金貸付等事業（再掲） 

大企業に比べ、賃金や福利厚生制度で格差

のある中小零細企業で働く勤労者が、より

質の高いライフスタイルを実現できるよう

に、住宅など生活基盤に係わる資金を援助

し、勤労者の経済的地位の向上及び生活安

定を図る。 

多くの勤労者が利用できるよう、関係機関、関係団

体と連携して制度のＰＲに努めること。 

733,865 197,353 5,013 0 ↑ 改善する 間接的 即効性 

F 特別保育事業費補

助金（再掲） 

地域における様々な保育需要に対応するた

め、延長保育、一時保育等を実施する市町

村に対し補助を行ない、多様な保育サービ

スの整備及び子育て支援の充実を図る。 

多様な保育ニーズに対応するための促進策を実施

する 

こと 

283,529 41,470 1,914 -200 ↑ 改善する 直接的 即効性 

G (重)放課後児童対

策事業費補助金（再

掲） 

昼間保護者のいない小学校児童を対象に、

児童館などの身近な社会資源を活用して児

童の育成・指導、遊びによる発達の助長等

健全育成の向上をはかる。 

県内での普及を促進していくこと 

0 
-130,31

6 
0 -738 ↑ 抜本的に改革 間接的 即効性 

H 保育所子育て対策

事業費補助金（再掲） 
就労形態の多様化等によりますます高まっ

ている保育所の低年齢児保育のニーズに応

える事業を促進し、女性の仕事と子育ての

両立支援をはかる。 

特別保育の推進のため、事業をリフォームした。 

1,000,574 504,795 3,800 -1,260 → 抜本的に改革 直接的 即効性 

I (重)保育所整備費

負担（補助）金（再

掲） 

保育に欠ける児童の適切な保護をはかるた

め、市町村または社会福祉法人等が保育所

を設置等する場合、その整備に要する経費

を助成する。 

全国的な制度の変更を踏まえ、どのような形で支援

していくか、更に検討すること 

 - 0 -100 → 抜本的に改革 直接的 即効性 

J 乳幼児健康支援一

時預り事業費補助金

（再掲） 

保育所に通所中の児童等が病気の回復期で

あり、集団保育の困難な期間、その児童の

一時預かりを行うことにより、保護者の子

育てと就労の両立を支援する市町村に対し

て補助を行う。 

補助制度から交付金化により、支援内容について検

討 

すること 

206,890 -30,121 1,330 0 ↑ 改善する 直接的 即効性 

K (重)地域子育て支

援センター事業費補

助金（再掲） 

地域全体で子育てを支援する基盤を形成す

るため、保育所等に専任の職員を配置し、

地域の子育て家庭を支援するための活動を

行う。 

ささえあいのしくみの構築の中で、地域子育て支援

センターが果たすべき役割を検討すること 

 - 0 -800 ↓ 抜本的に改革 直接的 即効性 

L 子育てを地域で支

える環境づくり普及

事業（再掲） 

地域における子育て資源であるＮＰＯと市

町村との協働を促進し、市町村の子育て対

策を積極的に支援することにより、子育て

を地域で支える環境づくりを促進します。

ささえあいのしくりづくり事業の中で検討するこ

と 

M 身体障害児等援護 108,247 8,510 3,829 0 → 現状維持 直接的 即効性 
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費（再掲） 身体に障害のある児童に対し、日常生活能

力を得るために必要な医療（育成医療）や

入院の必要な結核罹患児童に対し、療養に

あわせて学習の援助をする療育の給付を行

い、もって児童の健全な育成をはかる。 

引き続き、制度の適正の執行を図ること 

1,620 1,002 120 0 ↓ 抜本的に改革 直接的 即効性 

N 子育て短期支援事

業費補助金（再掲） 

児童を養育している保護者が病気や仕事な

どで養育が一時的に行えなくなった場合等

に、当事者を短期間、児童入所施設に入所

させる事業にかかる補助を行う。 

交付金化に伴い、県の負担がなくなる見込みであ

り、促進方策のあり方について、抜本的に検討する

こと 

6,751 3,686 500 0 ↑ 改善する 直接的 即効性 
O 小児夜間医療・健

康電話相談事業（再

掲） 

不安や悩みを抱えた子どもや保護者等が、

県内のどこからでも気軽に相談することが

できる電話相談を実施する。 

＃８０００の導入を視野に入れて、充実を図ってい

くこと 

11,017,32

5 
29,688 972 0 → 現状維持 間接的 即効性 

P 介護給付費県負担

金（再掲） 
要介護者に対する介護給付及び要支援者に

対する予防給付に要する費用の１２．５％

を県が負担する。 

 介護保険事業の県の財政負担として、介護給付の

１２．５％分の負担金を支払い、介護保険制度の円

滑な実施を支援すること。 

2,013,061 
1,818,0

61 
4,000 0 ↑ 現状維持 直接的 即効性 

Q (重)特別養護老人

ホーム整備事業費補

助事業（再掲） 

新しい特別養護老人ホーム（個室・ユニッ

トケア型）等の施設・設備を重点的に整備

し、施設サービス等を充実する。 

 真に入所が必要な高齢者が、特別養護老人ホーム

で介護サービスを受けることができるように、重点

プログラムに位置づけた施設整備を支援すること。

 なお、補助事業が交付金化されることにも対応す

ること。 

6,228 356 112 0 → 現状維持 間接的 即効性 
R 在宅老人福祉機器

設置事業費補助事業

（再掲） 

寝たきり高齢者等に対し、日常生活用具を

給付又は貸与し、日常生活の便宜を図り、

在宅高齢者の福祉を図る。 

 地域で生活している高齢者及び障害者に、福祉機

器を給付又は貸与する市町村に補助することによ

り支援する。 

21,560 2,090 299 0 → 改善する 間接的 即効性 

S 高齢者住宅改造事

業費補助事業（再掲） 

高齢者が住み慣れた家庭や地域で家族や隣

人と暮らしたいというニーズの高まりの

中、要援護高齢者のいる世帯が高齢者向け

の住宅改造をするときの経費を市町村が助

成した場合、県が経費の一部を市町村に補

助する。 

  このことは単に同居を促進するだけでな

く、要援護高齢者の状態の悪化を防止し、

在宅福祉サービスを受け易くする効果も期

待できる。 

 高齢者が住み慣れた地域で暮らしていけるよう

に、住宅の改造費を補助した市町村に、その経費を

補助し在宅の高齢者を支援する。 

893,711 54,474 1,144 0 → 改善する 間接的 即効性 

T 軽費老人ホーム事

務費補助事業費補助

事業（再掲） 

軽費老人ホーム（Ａ型・ケアハウス）の運

営に必要な事務費に対して補助金を交付す

る。 

 高齢者が軽費老人ホームを低額で利用できるよ

うに、施設運営費の減免分を施設に補助することに

より、入居高齢者を支援する。 

 なお、介護保険の見直しに対応した検討が必要で

ある。 

0 -82,500 1,000 -3 → 現状維持 間接的 中期的 

U 保健衛生施設等整

備事業（再掲） 

介護老人保健施設、訪問看護ステーション

及びグループホーム等の施設・設備を整備

し、介護保険並びに在宅福祉の推進を図る。

 施設サービスが必要な高齢者が、老人保健施設で

介護サービスを受けることができるように、介護保

険事業支援計画により、施設整備を支援する。 

  

740,308 7,502 407 0 ↓ 抜本的に改革 間接的 即効性 
V 在宅介護支援セン

ター事業費補助事業

（再掲） 

在宅の要援護高齢者及びその家族に対し、

福祉保健サービスを総合的に提供するため

の相談やサービスの適用調整を行う。 

 在宅介護支援センターは、平成１８年度から再編

される予定であり、地域での相談及び地域包括支援

センターへの移行について支援する。  

W 地域介護実習・普 10,760 493 232 0 ↓ 抜本的に改革 直接的 即効性 
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及センター事業（再

掲） 

高齢者介護の実習を通じて地域住民への介

護知識、介護技術の普及を図るとともに、

「高齢化社会は国民全体で支えるもの」と

いう考え方を地域住民に広く啓発する。県

民に等しく介護実習の場を提供するために

東紀州において地域介護実習・普及センタ

ー事業を行う。 

 地域介護実習・普及センターは、東紀州地域の介

護実習や普及を行っており、活用状況を検証しなが

ら、あり方を検討する。 

53,316 38,358 4,561 0 ↑ 抜本的に改革 直接的 即効性 

X (重)安心して利用

できる介護サービス

づくり事業（再掲） 

介護サービスの質の向上を図り、利用者が

自ら介護サービスの選択が可能となる仕組

みづくりを行う。また、認知症高齢者施策

の要であるグループホームについて、運営

及び介護に必須となる研修を開催する。 

 高齢者が、自らのニーズに合致した介護サービス

を選択できるように、介護サービス情報の公表のモ

デル事業に取り組むとともに、平成１８年度からの

本格実施に向けた調査機関、情報公表センター等の

整備を推進すること。 

25,700 -1,938 580 0 → 抜本的に改革 直接的 即効性 

Y (重)高齢者小規模

多機能施設設置推進

事業（再掲） 

地域の中に家庭的な雰囲気に満ちて、元気

なときでも、介護が必要になったときでも

利用できる、高齢者小規模多機能施設の整

備を推進し、高齢者のニーズに応える。 

 高齢者が介護予防及び介護サービスを継続して

受けることができるように、重点プログラムに位置

づけた小規模多機能施設の設置を推進すること。 

 なお、介護保険法の改正により創設される「小規

模多機能型居宅介護」との関係を整理すること。 

26,934 22,938 677 0 ↑ 抜本的に改革 間接的 中期的 

Z (重)地域高齢者の

ための協働支援事業

（再掲） 

地域における在宅福祉を見直し「保健・福

祉・医療の連携」のもと、各地域において

ネットワークを構築して、地域の高齢者の

ための課題を横断的に解決する仕組みを作

ります。また、課題解決のためにデータ収

集・分析、モデル事業の効果測定などを行

う。 

 平成１８年度から、地域支援事業が創設される

等、地域高齢者を市町村と協働して支援していくこ

とが重要となってきており、介護保険制度改革を踏

まえ実施すること。 

7,831 522 310 0 ↑ 現状維持 間接的 即効性 

a パート相談センタ

ー運営費（再掲） 

パートバンク、パートサテライトは国の基

準において設置されているが、未設置の地

域においてパート関係業務を補完するた

め、パート相談センターにおいて、公共職

業安定所の巡回相談を含め、パート就職希

望者のための、就職支援、職業上の悩み事

等の相談援助を行う。 

積極的に就職支援を実施するとともに、パート労働

者をめぐる関係法規の周知にも努めること。 

10,667 1,034 1,500 196 → 改善する 直接的 即効性 

b 子育て環境づくり

推進事業（再掲） 

少子化対策の重点施策は、安心して子ども

を産み育てられるという実感を持てる環境

を整えていくことである。子育て家庭の負

担軽減のための環境整備を促進するととも

に、子育てを社会全体で支える環境づくり

を構築することにより、深刻化する児童虐

待等に対応するものです。 

関係機関との連携、情報共有の強化を引き続き図る

こと。 

66,027 1,385 800 0 → 現状維持 直接的 中期的 

c 明るい長寿社会づ

くり推進機構事業

（再掲） 

高齢者の生きがいと健康づくりを進め、明

るい長寿社会をつくるための啓発、普及や

高齢者の生活全般に関する情報収集、提供

等様々な事業を展開する。 

 高齢者が参加しやすい環境づくりを推進してい

くこと。 

7,235 -5,121 2,500 0 ↑ 改善する 直接的 中期的 

d (重)いきいき親子

サポートプラン事業

（再掲） 

親が自信を持って子育てができるように、

子どもとのコミュニケーション方法や子ど

もの能力の伸ばし方などを学習するための

プログラムを作成する。市町村における地

域子育て支援センター等で, 

このプログラムを活用して学習するための

支援を行う。 

子育てに不安や悩みを抱く親を支援し、その心理的

負担を軽減すること。 

e 紀南健康長寿リー 4,762 -1,490 3,200 0 → 改善する 直接的 中期的 
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ディングエリア形成

事業（再掲） 

過疎化、高齢化の進んだ紀南地域において、

高齢者等が安心して、健康的な生活を送る

ことのできる健康長寿のリーディングエリ

アを形成する。 

 げんき夢プラン第二次実施計画に基づいて地域

での活動、情報発信等積極的に事業を展開するこ

と。 

 

2004 年度をもって休廃止した事務事業（休止中含む）  

種別 事務事業名 理由 
2004 年度 

予算額等（千円） 

2004 年度 

所要時間（時間）

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


